
信濃町 ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金　簡易判定フローチャート

はじめに

・このフローチャートは簡易的に申請可否を判定するものであり、補助金交付をお約束するものではありません。
・このフローチャートに記載のある事項以外にも要件がございますので、詳しくは要綱をご確認ください。
・提出された書類審査の結果によっては、交付決定されない場合があります。
・フローチャートで交付対象と判定された場合は、まちづくり企画係（TEL:026-255-1007）へ事前にご相談のうえ、申請してください。
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　　②

開始

移住後３か月以

上１年以内

①

移住直前の１０年間のうち、東京圏、愛知県、大阪府に通算５年以上在

住かつ就労、かつ、移住直前１年以上在住かつ就労

移住元で

就労していた

創業 テレワーカー
勤務地が

対象地域

３か月

以上在職自己意志の移住

かつ移住前の勤

務先と同じ創業支援金の交

付決定１年以内 マッチングサイト

関係の就職

過去に信濃町

や長野県の関

係人口だった

プロフェッショナル

人材等を利用した

長野県内での就職

②就職先がマッ

チングサイト掲載

企業の要件を満

たすor　職場いき

いきアドバンスド

カンパニー認証
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